
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

土

木

監

視

員

設

置

規

則

の

一

部

を

改

正

監

理

課

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

訓

令

】

○

道

路

監

理

員

等

の

任

命

に

関

す

る

訓

令

の

一

部

監

理

課

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成２６年３月３１日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
四
号

岡
山
県
土
木
監
視
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
土
木
監
視
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
土
木
監
視
員
設
置
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
所
管
県
民
局
長
の
指
揮
」
を
「
所
属
長
の
指
示
」
に

「
別
表
」
を
「
次
」
に
改
め
、

、

同
条
に
次
の
二
号
及
び
一
項
を
加
え
る
。

一

別
表
に
掲
げ
る
職
務

二

そ
の
他
所
属
長
が
必
要
と
認
め
る
職
務

２

土
木
監
視
員
は
、
所
属
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勤
務
し
た
日
ご
と
に
そ
の
内
容
を
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
二
条
、
第
六
条
関
係
）

別
表

職

務

内

容

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

一

河
川
管
理
施
設
等
の
保
全
状
況
の
点
検
及
び
巡
視

律
第
百
六
十
七
号
）
に
基
づ

二

流
水
及
び
河
川
区
域
内
の
土
地
の
占
用
の
状
況
の
巡
視

い
て
知
事
が
管
理
す
る
河
川

三

河
川
区
域
内
の
土
地
に
お
け
る
土
石
等
の
採
取
、
工
作

に
係
る
河
川
管
理
に
関
す
る

物
の
新
築
等
又
は
土
地
の
掘
削
等
の
状
況
の
巡
視

こ
と
。

四

河
川
保
全
区
域
内
又
は
河
川
予
定
地
に
お
け
る
土
地
の

掘
削
等
又
は
工
作
物
の
新
築
等
の
状
況
の
巡
視

五

河
川
に
お
け
る
竹
木
の
流
送
等
の
状
況
の
巡
視

六

河
川
区
域
内
の
土
地
に
お
け
る
船
舶
そ
の
他
の
河
川
管

理
者
が
指
定
し
た
も
の
、
土
石
、
汚
物
及
び
廃
物
の
み
だ

り
な
投
棄
若
し
く
は
放
置
又
は
河
川
に
お
け
る
汚
水
の
排
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出
若
し
く
は
流
水
の
汚
濁
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

の
巡
視

七

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ

か
、
河
川
管
理
上
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の

巡
視

八

河
川
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
者
又
は
河
川
の
管
理

上
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
す
る
者
に
対
す
る

注
意

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三

一

砂
利
採
取
に
係
る
許
認
可
事
項
の
遵
守
状
況
の
監
視

年
法
律
第
七
十
四
号
）
そ
の

二

砂
利
採
取
に
係
る
違
反
事
項
の
監
視
及
び
違
反
者
に
対

他
の
法
令
等
に
基
づ
く
砂
利

す
る
注
意

採
取
の
管
理
に
関
す
る
こ

三

そ
の
他
砂
利
採
取
関
係
法
令
等
の
施
行
上
必
要
な
調
査

と
。

及
び
監
視

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

一

岩
石
採
取
に
係
る
認
可
事
項
の
遵
守
状
況
の
監
視

律
第
二
百
九
十
一
号
）
そ
の

二

岩
石
採
取
に
係
る
違
反
事
項
の
監
視
及
び
違
反
者
に
対

他
の
法
令
等
に
基
づ
く
岩
石

す
る
注
意

採
取
に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
岩
石
採
取
関
係
法
令
等
の
施
行
上
必
要
な
調
査

及
び
監
視

岡
山
県
普
通
海
域
管
理
条
例

一

普
通
海
域
内
の
占
用
施
設
又
は
工
作
物
の
保
全
状
況
の

（
平
成
十
年
岡
山
県
条
例
第

監
視

三
十
一
号
）
に
基
づ
く
普
通

二

普
通
海
域
内
の
占
用
、
土
石
採
取
そ
の
他
の
使
用
等
に

海
域
の
管
理
に
関
す
る
こ

係
る
違
反
事
項
の
監
視
及
び
違
反
者
に
対
す
る
注
意

と
。

三

そ
の
他
普
通
海
域
の
管
理
に
必
要
な
調
査

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十

一

不
法
埋
立
て
の
監
視

年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
基

二

許
可
を
受
け
た
し
ゆ
ん
功
認
可
前
埋
立
地
の
使
用
状
況

づ
く
埋
立
地
の
管
理
に
関
す

の
監
視
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る
こ
と
。

三

し
ゆ
ん
功
認
可
後
の
埋
立
地
の
利
用
状
況
の
監
視

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律

一

砂
防
指
定
地
及
び
砂
防
設
備
の
機
能
に
支
障
を
与
え
て

第
二
十
九
号
）
及
び
岡
山
県

い
る
者
又
は
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
者
に
対
す
る
注
意

砂
防
指
定
地
等
管
理
条
例

二

砂
防
指
定
地
及
び
砂
防
設
備
の
機
能
に
支
障
を
与
え
て

（
平
成
十
四
年
岡
山
県
条
例

い
る
物
又
は
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
物
の
除
却

第
七
十
六
号
）
に
基
づ
く
砂

三

砂
防
指
定
地
に
お
け
る
岡
山
県
砂
防
指
定
地
等
管
理
条

防
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為

の
状
況
の
監
視

四

前
三
号
の
ほ
か
、
火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
災
害
に
よ

り
砂
防
指
定
地
及
び
砂
防
設
備
の
保
全
機
能
を
害
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
全
機
能
の
状
況
の
調

査

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災

一

急
傾
斜
地
の
崩
壊
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る
お
そ
れ

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

の
あ
る
行
為
の
監
視

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五

二

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
の
機
能
に
支
障
を
与
え
る
行

十
七
号
）
に
基
づ
く
急
傾
斜

為
又
は
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
監
視

地
崩
壊
危
険
区
域
の
管
理
に

三

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

関
す
る
こ
と
。

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
行
う
行
為
の
状
況

の
監
視

四

そ
の
他
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
管
理
に
関
す
る
調

査
及
び
監
視

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和

一

地
す
べ
り
の
防
止
を
阻
害
し
、
又
は
地
す
べ
り
を
助
長

三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）

し
、
若
し
く
は
誘
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
監
視

に
基
づ
く
地
す
べ
り
防
止
区

二

地
す
べ
り
防
止
施
設
の
機
能
に
支
障
を
与
え
る
行
為
又

域
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

は
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
監
視

三

地
す
べ
り
等
防
止
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を

受
け
て
行
う
行
為
の
状
況
の
監
視
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四

そ
の
他
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
管
理
に
関
す
る
調
査
及

び
監
視

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

一

港
湾
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
監

律
第
二
百
十
八
号
）
及
び
岡

視
及
び
違
反
者
に
対
す
る
注
意

山
県
港
湾
施
設
管
理
及
び
利

二

港
湾
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
岡
山
県
港
湾
施
設
管

用
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
岡

理
及
び
利
用
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
占
用
の

山
県
条
例
第
二
十
一
号
）
に

許
可
を
受
け
て
設
置
し
た
工
作
物
等
の
保
全
状
況
の
監
視

基
づ
い
て
県
が
管
理
す
る
港

三

臨
港
地
区
の
分
区
の
区
域
に
お
け
る
違
反
行
為
の
監
視

湾
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

及
び
違
反
者
に
対
す
る
注
意

四

港
湾
施
設
の
使
用
又
は
占
用
に
係
る
違
反
事
項
の
監
視

及
び
違
反
者
に
対
す
る
注
意

五

そ
の
他
港
湾
管
理
に
必
要
な
調
査
及
び
監
視

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二

一

漁
港
漁
場
整
備
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
掲
げ
る
行
為

十
五
年
法
律
第
百
三
十
七

の
監
視
及
び
違
反
者
に
対
す
る
注
意

号
）
及
び
岡
山
県
漁
港
管
理

二

漁
港
漁
場
整
備
法
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
岡
山
県
漁

条
例
（
昭
和
四
十
年
岡
山
県

港
管
理
条
例
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一

条
例
第
三
十
四
号
）
に
基
づ

項
の
規
定
に
よ
り
占
用
の
許
可
を
受
け
て
設
置
し
た
工
作

い
て
県
が
管
理
す
る
漁
港
の

物
等
の
保
全
状
況
の
監
視

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

漁
港
施
設
の
占
用
又
は
使
用
に
係
る
違
反
事
項
の
監
視

及
び
違
反
者
に
対
す
る
注
意

四

そ
の
他
漁
港
管
理
に
必
要
な
調
査
及
び
監
視

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法

一

海
岸
法
第
八
条
第
一
項
各
号
及
び
第
三
十
七
条
の
五
各

律
第
百
一
号
）
に
基
づ
い
て

号
に
掲
げ
る
行
為
の
監
視
及
び
違
反
者
に
対
す
る
注
意

県
が
管
理
す
る
海
岸
の
管
理

二

海
岸
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定

に
関
す
る
こ
と
。

に
よ
り
占
用
の
許
可
を
受
け
て
設
置
し
た
工
作
物
等
の
保

全
状
況
の
監
視

三

海
岸
保
全
区
域
及
び
一
般
公
共
海
岸
区
域
の
占
用
に
係
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る
違
反
事
項
の
監
視
及
び
違
反
者
に
対
す
る
注
意

四

そ
の
他
海
岸
管
理
に
必
要
な
調
査
及
び
監
視

屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十

一

屋
外
広
告
物
掲
出
状
況
の
調
査

四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

二

屋
外
広
告
物
掲
出
に
係
る
違
反
事
項
の
監
視
及
び
違
反

及
び
岡
山
県
屋
外
広
告
物
条

者
に
対
す
る
注
意

例
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県

三

屋
外
広
告
物
法
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ

定
に
よ
り
行
う
岡
山
県
屋
外
広
告
物
条
例
第
二
条
か
ら
第

く
屋
外
広
告
物
の
管
理
に
関

四
条
ま
で
及
び
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
屋
外
広
告
物

す
る
こ
と
。

の
除
却

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一

一

都
市
公
園
の
利
用
状
況
の
調
査

年
法
律
第
七
十
九
号
）
及
び

二

都
市
公
園
内
の
占
用
に
係
る
違
反
事
項
の
監
視

岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例

三

都
市
公
園
施
設
の
点
検
及
び
巡
視

（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
条

例
第
三
十
号
）
に
基
づ
い
て

県
が
管
理
す
る
都
市
公
園

（
水
島
緑
地
に
限
る

）
の

。

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和

一

宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
内
に
お
け
る
宅
地
造
成
に
関

三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一

す
る
工
事
の
現
地
指
導
及
び
状
況
把
握
並
び
に
既
存
宅
地

号

、
都
市
計
画
法
（
昭
和

の
安
全
状
況
の
調
査

）
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
そ

二

そ
の
他
法
令
に
基
づ
く
宅
地
造
成
等
の
現
地
指
導
及
び

の
他
の
法
令
に
基
づ
く
宅
地

状
況
調
査

造
成
の
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再

一

対
象
建
設
工
事
の
実
施
状
況
の
調
査

資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

二

対
象
建
設
工
事
の
実
施
に
係
る
違
反
事
項
の
監
視
及
び
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（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四

違
反
者
に
対
す
る
注
意

号
）
に
基
づ
く
対
象
建
設
工

三

そ
の
他
対
象
建
設
工
事
の
管
理
に
必
要
な
調
査
及
び
監

事
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

視

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
訓
令
第
四
号

庁

中

一

般

出

先

機

関

道
路
監
理
員
等
の
任
命
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
訓
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
道
路
監
理
員
の
項
及
び
河
川
監
理
員
の
項
中
「
及
び
建
設
部
副
部
長
」
を
「
、
建
設
部
副
部
長

及
び
地
域
建
設
部
長
」
に
改
め
、
同
表
土
木
工
事
検
査
員
の
項
中
「
及
び
建
設
部
副
部
長
（
技
術
職
員

に
限
る
。
）
」
を
「
、
建
設
部
副
部
長
（
技
術
職
員
に
限
る
。
）
及
び
地
域
建
設
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月３１日　岡山県公報　号外


